
泉大津市議会令和８年第２回定例会会議事項

（令和８年６月17日）



会 議 事 項 
 

種 別 番 号 事 件 名 ページ 

報 告 １０ 令和７年度泉大津市一般会計予算の繰越明許費に係る経費

の繰越しの件 ３ 

同 １１ 令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計予算の繰越明許

費に係る経費の繰越しの件
７ 

同 １２ 令和７年度泉大津市下水道事業会計予算の繰越しの件 １１ 

議 案 ３４ 泉大津市行政手続条例の一部改正の件 １５ 

同 ３５ 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例制定の件 ２３ 

同 ３６ 泉大津市市税条例の一部改正の件 ２９ 

同 ３７ 動産買入れの件 ３９ 

同 ３８ 動産買入れの件 ４３ 

同 ３９ 動産買入れの件 ４７ 

同 ４０ 本市の区域内にあらたに生じた土地の確認の件 ５１ 

同 ４１ 町区域の一部変更の件 ５５ 

同 ４２ 指定管理者の指定の件 ５９ 

同 ４３ 令和８年度泉大津市一般会計補正予算の件 ６３ 
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報告第１０号

令和７年度泉大津市一般会計予算の繰越明許費に係

る経費の繰越しの件

令和７年度泉大津市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に

繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項

の規定により、市議会に報告する。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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既 収 入
特定財源 国庫支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 9,983,000 9,983,000 9,900,000 83,000

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 庁 舎 施 設 整 備 事 業 242,313,000 146,811,000 110,100,000 36,711,000

2 総 務 費 4 戸籍住民登録費 戸 籍 事 務 事 業 4,133,000 4,133,000 4,133,000

2 総 務 費 4 戸籍住民登録費 住 基 ・ 印 鑑 登 録 事 務 事 業 935,000 935,000 935,000

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 220,391,000 13,761,000 13,761,000

6 商 工 費 1 商 工 費 産 業 振 興 対 策 事 業 578,580,000 542,542,000 542,542,000

7 土 木 費 2 道路橋 り ょ う費 駐 車 場 事 業 13,119,000 12,919,000 12,919,000

7 土 木 費 4 都 市 計 画 費 53,982,000 30,463,000 7,600,000 20,500,000 2,363,000

7 土 木 費 6 住 宅 費 162,682,000 157,680,000 113,780,000 28,500,000 15,400,000

7 土 木 費 6 住 宅 費 市 営 住 宅 維 持 管 理 事 業 250,000 250,000 250,000

8 消 防 費 1 消 防 費 消 防 施 設 整 備 事 業 4,234,000 3,565,000 3,565,000

9 教 育 費 2 小 学 校 費 1,561,055,000 1,561,055,000 297,766,000 1,263,000,000 289,000

9 教 育 費 2 小 学 校 費 25,328,000 25,328,000 9,511,000 15,800,000 17,000

9 教 育 費 3 中 学 校 費 15,907,000 15,907,000 5,302,000 10,600,000 5,000

小 学 校 施 設 整 備 事 業
（ 資 産 活 用 課 ）

小 学 校 施 設 整 備 事 業
（ 教 育 政 策 課 ）

中 学 校 施 設 整 備 事 業
（ 教 育 政 策 課 ）

物 価 高 対 応 子 育 て 応 援
手 当 支 給 事 業

災 害 対 策 事 業

泉 大 津 駅 西 地 区
周 辺 整 備 事 業

二 田 ・ 寿 市 営 住 宅
整 備 事 業

令和７年度泉大津市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

款 項 事　　　業　　　名 金　額 翌年度繰越額
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

未　収　入　特　定　財　源
一 般 財 源
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報告第１１号

令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計予算の繰

越明許費に係る経費の繰越しの件

令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経

費を翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

４６条第２項の規定により、市議会に報告する。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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既 収 入
特定財源 国庫支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円

1 総 務 費 1 総 務 管 理 費 41,500,000 41,500,000 41,500,000
介 護 施 設 等 整 備
事 業 補 助 金

令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書

款 項 事　　　業　　　名 金　額 翌年度繰越額
左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

未　収　入　特　定　財　源
一 般 財 源
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報告第１２号

令和７年度泉大津市下水道事業会計予算の繰越しの件

令和７年度泉大津市下水道事業会計予算に係る建設改良費の一部を翌年度に繰り

越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、市議会に報告する。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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令和７年度泉大津市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事 業 名
予 算

計 上 額

支 払 義 務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不用額 説 明

国庫支出金 工事負担金 企 業 債
損益勘定

留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円

資本的

支 出

建 設

改良費

夕凪町地内

公共下水道

管渠布設工

事

地中障害物

の発生のた

め、取壊掘

削工程に時

間を要した

ことによる

工期延期

資本的

支 出

建 設

改良費

令和７年度

泉大津市公

共下水道小

松ポンプ場

の建設工事

委託

入札の不調

による設計

の見直しに

時間を要し

たことによ

る工期延長
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議案第３４号

泉大津市行政手続条例の一部改正の件

泉大津市行政手続条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基

本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）の施行による改正後の行政

手続法（平成５年法律第８８号）において、聴聞及び弁明の機会の付与の通知に係

る公示送達がデジタル化されたことを踏まえ、泉大津市行政手続条例（平成１０年

泉大津市条例第１２号）についても同様の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。

− 15 −





泉大津市条例第 号

泉大津市行政手続条例の一部を改正する条例（案）

泉大津市行政手続条例（平成１０年泉大津市条例第１２号）の一部を次のように

改正する。

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。

改 正 案 現 行

（聴聞の通知の方式）

第１５条 （略）

２ （略）

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人と

なるべき者の所在が判明しない場合

においては、第１項の規定による通

知を、公示の方法によって行うこと

ができる。

４ 前項の公示の方法による通知は、

不利益処分の名宛人となるべき者の

氏名、第１項第３号及び第４号に掲

（聴聞の通知の方式）

第１５条 （略）

２ （略）

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人と

なるべき者の所在が判明しない場合

においては、第１項の規定による通

知を、その者の氏名、同項第３号及

び第４号に掲げる事項並びに当該行

政庁が同項各号に掲げる事項を記載

した書面をいつでもその者に交付す

る旨を当該行政庁の事務所の掲示場

に掲示することによって行うことが

できる。この場合においては、掲示

を始めた日から２週間を経過したと

きに、当該通知がその者に到達した

ものとみなす。

〔新設〕
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改 正 案 現 行

げる事項並びに当該行政庁が同項各

号に掲げる事項を記載した書面をい

つでもその者に交付する旨（以下こ

の項において「公示事項」という。）

を規則で定める方法により不特定多

数の者が閲覧することができる状態

に置くとともに、公示事項が記載さ

れた書面を当該行政庁の事務所の掲

示場に掲示し、又は公示事項を当該

事務所に設置した電子計算機の映像

面に表示したものの閲覧をすること

ができる状態に置く措置をとること

によって行うものとする。この場合

においては、当該措置を開始した日

から２週間を経過したときに、当該

通知がその者に到達したものとみな

す。

（代理人）

第１６条 前条第１項の通知を受けた

者（同条第４項後段の規定により当

該通知が到達したものとみなされる

者を含む。以下「当事者」という。）

は、代理人を選任することができ

る。

２～４ （略）

（続行期日の指定）

第２２条 （略）

２ （略）

（代理人）

第１６条 前条第１項の通知を受けた

者（同条第３項後段の規定により当

該通知が到達したものとみなされる

者を含む。以下「当事者」という。）

は、代理人を選任することができ

る。

２～４ （略）

（続行期日の指定）

第２２条 （略）

２ （略）
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改 正 案 現 行

３ 第１５条第３項及び第４項の規定

は、前項本文の場合において、当事

者又は参加人の所在が判明しないと

きにおける通知の方法について準用

する。この場合において、同条第３

項及び第４項中「不利益処分の名宛

人となるべき者」とあるのは「当事

者又は参加人」と、同項中「とき」

とあるのは「とき（同一の当事者又

は参加人に対する２回目以降の通知

にあっては、当該措置を開始した日

の翌日）」と読み替えるものとする。

（聴聞に関する手続の準用）

第２９条 第１５条第３項及び第４項

並びに第１６条の規定は、弁明の機

会の付与について、準用する。この

場合において、第１５条第３項中

「第１項」とあるのは「第２８条」

と、同条第４項中「第１項第３号及

び第４号」とあるのは「第２８条第

３号」と、第１６条第１項中「前条

第１項」とあるのは「第２８条」

と、「同条第４項後段」とあるのは

「第２９条において準用する第１５

条第４項後段」と読み替えるものと

する。

３ 第１５条第３項の規定は、前項本

文の場合において、当事者又は参加

人の所在が判明しないときにおける

通知の方法について準用する。この

場合において、同条第３項中「不利

益処分の名宛人となるべき者」とあ

るのは「当事者又は参加人」と、「掲

示を始めた日から２週間を経過した

とき」とあるのは「掲示を始めた日

から２週間を経過したとき（同一の

当事者又は参加人に対する２回目以

降の通知にあっては、掲示を始めた

日の翌日）」と読み替えるものとす

る。

（聴聞に関する手続の準用）

第２９条 第１５条第３項及び第１６

条の規定は、弁明の機会の付与につ

いて、準用する。この場合におい

て、第１５条第３項中「第１項」と

あるのは「第２８条」と、「同項第３

号及び第４号」とあるのは「同条第

３号」と、第１６条第１項中「前条

第１項」とあるのは「第２８条」

と、「同条第３項後段」とあるのは

「第２９条において準用する第１５

条第３項後段」と読み替えるものと

する。
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（参 考）

泉大津市行政手続条例の一部を改正する条例（案）

要綱

本条例（案）は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデ

ジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行による改正後の行政手続法に

おいて、聴聞及び弁明の機会の付与（以下「聴聞等」という。）の通知に係る公示送

達がデジタル化されたことを踏まえ、泉大津市行政手続条例についても同様の改正

を行うものであること。

１ 改正内容

⑴ 公示送達の方法の見直し

聴聞等の通知に係る公示送達について、公示事項を規則で定める方法（イン

ターネットを利用する方法）により不特定多数の者が閲覧することができる状

態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を本市の掲示場に掲

示し、又は公示事項を本市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示した

ものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってするもので

あること。（第１５条関係）

⑵ その他所要の規定の整備を行うものであること。

２ 施行期日

この条例（案）は、公布の日から施行するものであること。
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議案第３５号

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例制定の件

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別

紙のとおり制定する。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）が改正されたことに伴う引用条例の条項

ずれについて、規定の整備を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例（案）

（昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に

関する条例の一部改正）

第１条 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の

免除に関する条例（平成元年泉大津市条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正

する。

改 正 案 現 行

（職員の賠償責任に基づく債務の免

除）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４３条の２の９（地

方公営企業法（昭和２７年法律第２

９２号）第３４条において準用する

場合を含む。）の規定による職員の賠

償責任に基づく債務で昭和６４年１

月７日前における事由によるもの

は、将来に向かって免除する。

（職員の賠償責任に基づく債務の免

除）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４３条の２の８（地

方公営企業法（昭和２７年法律第２

９２号）第３４条において準用する

場合を含む。）の規定による職員の賠

償責任に基づく債務で昭和６４年１

月７日前における事由によるもの

は、将来に向かって免除する。

（泉大津市病院事業の設置等に関する条例の一部改正）

第２条 泉大津市病院事業の設置等に関する条例（昭和４７年泉大津市条例第３

号）の一部を次のように改正する。

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正
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する。

改 正 案 現 行

（議会の同意を要する賠償責任の免

除）

第７条 法第３４条において準用する

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２の９第８項の規

定により病院事業の業務に従事する

職員の賠償責任の免除について議会

の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が５

０万円以上である場合とする。

（議会の同意を要する賠償責任の免

除）

第７条 法第３４条において準用する

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２の８第８項の規

定により病院事業の業務に従事する

職員の賠償責任の免除について議会

の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が５

０万円以上である場合とする。

（泉大津市水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第３条 泉大津市水道事業の設置等に関する条例（昭和４２年泉大津市条例第４

号）の一部を次のように改正する。

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正

する。

改 正 案 現 行

（議会の同意を要する賠償責任の免

除）

第８条 法第３４条において準用する

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２の９第８項の規

定により水道事業の業務に従事する

職員の賠償責任の免除について、議

（議会の同意を要する賠償責任の免

除）

第８条 法第３４条において準用する

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２の８第８項の規

定により水道事業の業務に従事する

職員の賠償責任の免除について、議
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改 正 案 現 行

会の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が５

０万円以上である場合とする。

会の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が５

０万円以上である場合とする。

（泉大津市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第４条 泉大津市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年泉大津市条例第２０

号）の一部を次のように改正する。

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正

する。

改 正 案 現 行

（議会の同意を要する賠償責任の免

除）

第５条 法第３４条において準用する

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２の９第８項の規

定により下水道事業の業務に従事す

る職員の賠償責任の免除について議

会の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が５

０万円以上である場合とする。

（議会の同意を要する賠償責任の免

除）

第５条 法第３４条において準用する

地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２の８第８項の規

定により下水道事業の業務に従事す

る職員の賠償責任の免除について議

会の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が５

０万円以上である場合とする。

附 則

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。
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（参 考）

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例（案）要綱

本条例（案）は、地方自治法が改正されたことに伴う引用条例の条項ずれについ

て、規定の整備を行うものであること。

１ 改正内容

地方自治法が改正されたことに伴い、地方自治法の条文を引用する昭和天皇の

崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例、

泉大津市病院事業の設置等に関する条例、泉大津市水道事業の設置等に関する条

例及び泉大津市下水道事業の設置等に関する条例に条項ずれが生じたため、それ

ぞれ必要な規定の整備を行うものであること。

２ 施行期日

この条例（案）は、令和８年９月２４日から施行するものであること。
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議案第３６号

泉 大 津 市 市 税 条 例 の 一 部 改 正 の 件

泉大津市市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の公布に伴い、個人の

市民税及び固定資産税について所要の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市市税条例の一部を改正する条例（案）

泉大津市市税条例（昭和３９年泉大津市条例第１０号）の一部を次のように改正

する。

次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。

改 正 案 現 行

（寄附金税額控除）

第１６条の３ （略）

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条

の７第１１項（法附則第５条の６第３

項又は第４項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）に定める

ところにより計算した金額とする。

（固定資産税の免税点）

第３０条 同一の者について市内にお

けるその者の所有に係る土地、家屋又

は償却資産に対して課する固定資産

税の課税標準となるべき額が土地又

は家屋にあっては３０万円、償却資産

にあっては１８０万円に満たない場

合においては、固定資産税を課さな

い。

附 則

（特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例）

（寄附金税額控除）

第１６条の３ （略）

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条

の７第１１項（法附則第５条の６第２

項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。）に定めるところによ

り計算した金額とする。

（固定資産税の免税点）

第３０条 同一の者について市内にお

けるその者の所有に係る土地、家屋又

は償却資産に対して課する固定資産

税の課税標準となるべき額が土地に

あっては３０万円、家屋にあっては２

０万円、償却資産にあっては１５０万

円に満たない場合においては、固定資

産税を課さない。

附 則

（特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例）
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改 正 案 現 行

第８条の３ 平成３０年度以後の各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第

４条の５第３項の規定に該当する場

合における第１３条の規定による控

除については、その者の選択により、

同条中「同条第１項」とあるのは「同

条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」

とあるのは「まで並びに法附則第４条

の５第３項の規定により読み替えて

適用される法第３１４条の２第１項

（第２号に係る部分に限る。）」とし

て、同条の規定を適用することができ

る。

（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除）

第９条の２ 平成２２年度から令和２

５年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき租税特別措置法第

４１条又は第４１条の２の２の規定

の適用を受けた場合（同法第４１条第

１項に規定する居住年が平成２１年

から令和１２年までの各年である場

合に限る。）には、法附則第５条の４第

５項（同条第７項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより控除すべき額を、当

該納税義務者の第１４条及び第１６

第８条の３ 平成３０年度から令和９

年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第４条の５第３項の規

定に該当する場合における第１３条

の規定による控除については、その者

の選択により、同条中「同条第１項」

とあるのは「同条第１項（第２号を除

く。）」と、「まで」とあるのは「まで並

びに法附則第４条の５第３項の規定

により読み替えて適用される法第３

１４条の２第１項（第２号に係る部分

に限る。）」として、同条の規定を適用

することができる。

（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除）

第９条の２ 平成２２年度から令和２

０年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき租税特別措置法第

４１条又は第４１条の２の２の規定

の適用を受けた場合（同法第４１条第

１項に規定する居住年が平成２１年

から令和７年までの各年である場合

に限る。）には、法附則第５条の４第５

項（同条第７項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）に規定す

るところにより控除すべき額を、当該

納税義務者の第１４条及び第１６条
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改 正 案 現 行

条の２の規定を適用した場合の所得

割の額から控除する。

２ （略）

（個人の市民税の寄附金税額控除に係

る申告の特例等）

第９条の３ （略）

第９条の４ 当分の間、所得割の納税義

務者が前年中に特例控除対象寄附金

を支出し、かつ、当該納税義務者につ

いて前条第３項の規定による申告特

例通知書の送付があった場合（法附則

第７条第１３項の規定によりなかっ

たものとみなされる場合を除く。）に

は、法附則第７条の２第４項（法附則

第７条の３第３項又は第４項の規定

により読み替えて適用される場合を

含む。）に規定するところにより控除

すべき額を、第１６条の３第１項及び

第２項の規定を適用した場合の所得

割の額から控除するものとする。

（特定暗号資産等に係る譲渡所得等に

係る個人の市民税の課税の特例）

第１８条の３ 当分の間、所得割の納税

義務者が前年中に租税特別措置法第

３８条の２第１項に規定する事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合

には、当該事業所得、譲渡所得及び雑

所得については、第１１条第１項及び

の２の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。

２ （略）

（個人の市民税の寄附金税額控除に係

る申告の特例等）

第９条の３ （略）

第９条の４ 当分の間、所得割の納税義

務者が前年中に特例控除対象寄附金

を支出し、かつ、当該納税義務者につ

いて前条第３項の規定による申告特

例通知書の送付があった場合（法附則

第７条第１３項の規定によりなかっ

たものとみなされる場合を除く。）に

は、法附則第７条の２第４項に規定す

るところにより控除すべき額を、第１

６条の３第１項及び第２項の規定を

適用した場合の所得割の額から控除

するものとする。

〔新設〕
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改 正 案 現 行

第２項並びに第１４条の規定にかか

わらず、他の所得と区分し、前年中の

当該事業所得の金額、譲渡所得の金額

及び雑所得の金額として令附則第１

８条の６の４で定めるところにより

計算した金額（以下この項において

「特定暗号資産に係る譲渡所得等の

金額」という。）に対し、特定暗号資産

に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗

号資産に係る譲渡所得等の金額（次項

第１号の規定により読み替えて適用

される第１３条の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）をい

う。）の１００分の３に相当する市民

税の所得割を課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。

⑴ 第１３条の規定の適用について

は、同条中「総所得金額」とあるの

は、「総所得金額、附則第１８条の３

第１項に規定する特定暗号資産に

係る課税譲渡所得等の金額」とす

る。

⑵ 第１６条の２から第１７条まで、

第１７条の２第１項、附則第８条の

２第１項及び附則第９条の２第１

項の規定の適用については、第１６

条の２中「所得割の額」とあるのは
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改 正 案 現 行

「所得割の額及び附則第１８条の

３第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第１６条の３第１項

前段、第１７条、第１７条の２第１

項、附則第８条の２第１項及び附則

第９条の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則

第１８条の３第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第１６条

の３第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第１

８条の３第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。

⑶ 第１８条の規定の適用について

は、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又

は附則第１８条の３第１項に規定

する特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「、山林所得金額若

しくは附則第１８条の３第１項に

規定する特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」とする。

⑷ 附則第８条の規定の適用につい

ては、同条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附

則第１８条の３第１項に規定する

特定暗号資産に係る譲渡所得等の
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改 正 案 現 行

金額」と、同条第２項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第１８条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

⑴ 第３０条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１日

⑵ 第１６条の３第２項及び附則第９条の４の改正規定 令和１０年１月１日

⑶ 附則第１８条の２の次に１条を加える改正規定及び次条第２項の規定 金融

商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第

号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日

（市民税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後の附則第９条の２の規定は、市民税の所得割の納税

義務者が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法

律第１２号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定に

よる改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定

する居住用家屋（同条第１６項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋と

みなされる同条第１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅

（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第

１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項の規定により同条第１項に規定

する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若

しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する増

改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋

を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項
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に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住

宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１

項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税

の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の

租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定によ

り同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居

住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規

定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）

若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０

項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定により同条第１０項に規定する認

定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条

第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従

前の例による。

２ 前条第３号に掲げる規定による改正後の泉大津市市税条例附則第１８条の３の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人

の市民税について適用する。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の泉大津市市税条例第３０条

の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和８年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。
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（参 考）

泉大津市市税条例の一部を改正する条例（案）要綱

本条例（案）は、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、個人の市民税

及び固定資産税について所要の改正を行うものであること。

１ 個人の市民税

⑴ 寄附金税額控除の見直し

復興特別所得税の課税期間の延長及び防衛特別所得税の創設に伴い、所要の

規定の整備を行うものであること。（第１６条の３及び附則第９条の４関係）

⑵ 特定暗号資産等に係る課税の見直し

特定暗号資産取引に係る課税方法について、暗号資産取引で生じた所得をそ

れ以外の所得と分離して課税する方法へ見直されることに伴い、所要の規定の

整備を行うものであること。（附則第１８条の３関係）

２ 固定資産税の免税点の見直し

物価指数等の上昇を踏まえ、固定資産税の免税点について、家屋に係る免税

点を現行の２０万円から３０万円に、償却資産に係る免税点を現行の１５０万

円から１８０万円にそれぞれ引き上げるものであること。（第３０条関係）

３ その他所要の規定の整備を行うものであること。

４ 附則に関する事項

⑴ 施行期日

この条例（案）は、令和９年１月１日から施行するものであること。ただし、

２は令和９年４月１日から、１の⑴は令和１０年１月１日から、１の⑵は金融

商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第

号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日から施行するものであること。

（改正条例附則第１条）

⑵ 経過措置

この条例（案）の施行に関し、所要の経過規定を定めるものであること。（改

正条例附則第２条及び第３条）
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議案第３７号

動 産 買 入 れ の 件

一般家庭ごみ収集等に係る指定ごみ袋を次のとおり買い入れたいので、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年泉大津市条例

第６号）第３条の規定により、市議会の議決を求める。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 買入れ額 ３２，３２２，４００円

２ 買入れ先 所 在 大阪市東淀川区上新庄一丁目２番７号

名 称 株式会社テライ

取締役 小 川 隆 博
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（参 考）

物品売買単価仮契約書（概要）

１ 件名（品名） 泉大津市一般家庭ごみ指定袋購入

２ 納 入 期 限 令和９年３月３１日

３ 単価契約金額 一般家庭ごみ指定袋（４５ℓ） １３．２０円

（予定数量 ８８０，０００枚）

一般家庭ごみ指定袋（３０ℓ） １０．６０円

（予定数量 ７７０，０００枚）

一般家庭ごみ指定袋（１５ℓ） ７．２０円

（予定数量 ９７０，０００枚）

一般家庭ごみ指定袋（７．５ℓ） ５．７０円

（予定数量 ４６０，０００枚）

（消費税及び地方消費税を含まない金額）

４ 契約保証 金 泉大津市財務規則（昭和４４年泉大津市規則第７号）第

１１４条（契約金額の１００分の１０に相当する額以上）

又は第１１６条の規定による。

上記物品の買入れについて、発注者泉大津市と受注者株式会社テライは、物品

売買単価仮契約を締結するものとする。

なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第３条の規定により市議会の議

決を得たときは、これを本契約とみなし、各々対等な立場における合意に基づい

て、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和８年４月２３日

発注者 泉大津市

代表者 泉大津市長 南 出 賢 一 印

受注者 大阪市東淀川区上新庄一丁目２番７号

株式会社テライ

取締役 小 川 隆 博 ㊞
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議案第３８号

動 産 買 入 れ の 件

消防署に配置する化学消防ポンプ自動車（Ⅱ型）を次のとおり買い入れたいので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年泉大

津市条例第６号）第３条の規定により、市議会の議決を求める。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 買入れ額 ９１，３００，０００円

２ 買入れ先 所 在 兵庫県三田市テクノパーク３２番地

名 称 株式会社モリタ関西支店

支店長 髙 岡 雄 二
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（参 考）

物品売買仮契約書（概要）

１ 件名（品名） 化学消防ポンプ自動車（Ⅱ型）

２ 納 入 場 所 泉大津市消防本部

３ 納 入 期 限 令和１０年２月２９日

４ 契 約 金 額 ￥９１，３００，０００－

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

￥８，３００，０００－

５ 契約保証 金 泉大津市財務規則（昭和４４年泉大津市規則第７号）第

１１４条（契約金額の１００分の１０に相当する額以上）

又は第１１６条の規定による。

上記物品の買入れについて、発注者泉大津市と受注者株式会社モリタ関西支店

は、物品売買仮契約を締結するものとする。

なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第３条の規定により市議会の議

決を得たときは、これを本契約とみなし、各々対等な立場における合意に基づい

て、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和８年４月２７日

発注者 泉大津市

代表者 泉大津市長 南 出 賢 一 印

受注者 兵庫県三田市テクノパーク３２番地

株式会社モリタ関西支店

支店長 髙 岡 雄 二 ㊞
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車両寸法

全 長 ： ７，３００ｍｍ以下

全 幅 ： ２，４００ｍｍ以下

全 高 ： ３，４００ｍｍ以下

車 両 総 重 量 ：１１，０００ｋｇ未満

ホイールベース ： ３，７９０ｍｍ程度

車両装備

三連梯子、ホースカー、自立式 投光器、

エンジンカッター
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議案第３９号

動 産 買 入 れ の 件

消防署に配置する高規格救急自動車を次のとおり買い入れたいので、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第

６号）第３条の規定により、市議会の議決を求める。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 買入れ額 ３８，５００，０００円

２ 買入れ先 所 在 大阪市西区立売堀一丁目７番１５号

名 称 大阪トヨペット株式会社法人営業部

部 長 村 内 敬 一
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（参 考）

物品売買仮契約書（概要）

１ 件名（品名） 高規格救急自動車

２ 納 入 場 所 泉大津市消防本部

３ 納 入 期 限 令和９年３月１５日

４ 契 約 金 額 ￥３８，５００，０００－

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

￥３，５００，０００－

５ 契約保証 金 泉大津市財務規則（昭和４４年泉大津市規則第７号）第

１１４条（契約金額の１００分の１０に相当する額以上）

又は第１１６条の規定による。

上記物品の買入れについて、発注者泉大津市と受注者大阪トヨペット株式会社

法人営業部は、物品売買仮契約を締結するものとする。

なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第３条の規定により市議会の議

決を得たときは、これを本契約とみなし、各々対等な立場における合意に基づい

て、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和８年４月２７日

発注者 泉大津市

代表者 泉大津市長 南 出 賢 一 印

受注者 大阪市西区立売堀一丁目７番１５号

大阪トヨペット株式会社法人営業部

部 長 村 内 敬 一 ㊞
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車両寸法

全 長 ： ５，６５０ｍｍ以下

全 幅 ： １，９００ｍｍ以下

全 高 ： ２，６００ｍｍ以下

ホイールベース ： ３，４００ｍｍ以下

高度救命処置用資器材等

気道確保用資器材一式

半自動式体外式除細動器

輸液用資器材一式

自動心肺蘇生器一式

バイタルサイン測定機器一式
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議案第４０号

本市の区域内にあらたに生じた土地の確認の件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により、本市の

区域内にあらたに生じた次の土地を確認する。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

場 所 泉大津市夕凪町２７番地先

面 積 １７８，２９５．８８平方メートル

備 考 別図の斜線で示す区域

理 由

公有水面の埋立てにより、本市の区域内にあらたに生じた土地を確認する必要が

ある。

これが、この案を提出する理由である。
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Ｎ

別図

町界
凡
例

新たに生じた土地

夕凪町

汐見町

汐見沖地区

汐見
地区

助松地区

小松地区

泉北４区

府道大阪臨海線

南海電鉄南海本線
泉大津駅

位置図

● ●●●●●●●●●●●●● ●
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議案第４１号

町 区 域 の 一 部 変 更 の 件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、町区域

の一部を変更する。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

公有水面の埋立てによってあらたに生じた別図の斜線で示す区域を、夕凪町の区

域に編入する。
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Ｎ

別図

町界
凡
例

編入する区域

夕凪町

汐見町

汐見沖地区

汐見
地区

助松地区

小松地区

泉北４区

府道大阪臨海線

南海電鉄南海本線
泉大津駅

位置図

● ●●●●●●●●●●●●● ●
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議案第４２号

指 定 管 理 者 の 指 定 の 件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次

の施設の指定管理者の指定について市議会の議決を求める。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

⑴ 泉大津駅第一自転車等駐車場

⑵ 泉大津駅第二自転車等駐車場

⑶ 松ノ浜駅自転車等駐車場

⑷ 松ノ浜駅前第一自転車等駐車場

⑸ 松ノ浜駅前第二自転車等駐車場

２ 指定管理者に指定する団体

神奈川県綾瀬市本蓼川２７１番地

株式会社イワセ

３ 指定の期間

令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで
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令 和 ８ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第１号）
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議案第４３号

令和８年度泉大津市一般会計補正予算

令和８年度泉大津市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１ ３７２ ９１６千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８ ０３８ ３１０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

令和８年６月１７日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 88,,449900,,993300 △△111100,,221133 88,,338800,,771177

11 国国庫庫負負担担金金 77,,221100,,779966 113344,,557755 77,,334455,,337711

22 国国庫庫補補助助金金 11,,225544,,004488 △△224444,,778888 11,,000099,,226600

1155 府府支支出出金金 33,,114400,,440000 227788 33,,114400,,667788

22 府府補補助助金金 775588,,222299 227788 775588,,550077

1188 繰繰入入金金 11,,779977,,553322 4477,,881199 11,,884455,,335511

22 基基金金繰繰入入金金 11,,774499,,882288 4477,,881199 11,,779977,,664477

2200 諸諸収収入入 778899,,883300 △△11,,000000 778888,,883300

55 雑雑入入 552277,,884422 △△11,,000000 552266,,884422

2211 市市債債 22,,441188,,440000 △△11,,330099,,880000 11,,110088,,660000

11 市市債債 22,,441188,,440000 △△11,,330099,,880000 11,,110088,,660000

歳歳 入入 合合 計計 3399,,441111,,222266 △△11,,337722,,991166 3388,,003388,,331100

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

22 総総務務費費 44,,334488,,001144 △△22,,998800 44,,334455,,003344

11 総総務務管管理理費費 33,,552255,,881155 △△22,,998800 33,,552222,,883355

33 民民生生費費 1188,,551100,,440099 119933,,446622 1188,,770033,,887711

11 社社会会福福祉祉費費 77,,669955,,227766 66,,999955 77,,770022,,227711

22 児児童童福福祉祉費費 66,,443344,,003388 11,,113322 66,,443355,,117700

33 生生活活保保護護費費 33,,552288,,775511 118855,,333355 33,,771144,,008866

44 衛衛生生費費 33,,881188,,445588 33,,775566 33,,882222,,221144

22 清清掃掃費費 11,,442233,,665588 33,,775566 11,,442277,,441144

77 土土木木費費 33,,337700,,002200 3388 33,,337700,,005588

55 下下水水道道事事業業費費 11,,223388,,116633 3388 11,,223388,,220011

99 教教育育費費 44,,889977,,889900 △△11,,556677,,119922 33,,333300,,669988

11 教教育育総総務務費費 991166,,882299 227788 991177,,110077

22 小小学学校校費費 22,,446644,,772266 △△11,,556677,,447700 889977,,225566

歳歳 出出 合合 計計 3399,,441111,,222266 △△11,,337722,,991166 3388,,003388,,331100
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 88,,449900,,993300 △△111100,,221133 88,,338800,,771177

11 国国庫庫負負担担金金 77,,221100,,779966 113344,,557755 77,,334455,,337711

22 国国庫庫補補助助金金 11,,225544,,004488 △△224444,,778888 11,,000099,,226600

1155 府府支支出出金金 33,,114400,,440000 227788 33,,114400,,667788

22 府府補補助助金金 775588,,222299 227788 775588,,550077

1188 繰繰入入金金 11,,779977,,553322 4477,,881199 11,,884455,,335511

22 基基金金繰繰入入金金 11,,774499,,882288 4477,,881199 11,,779977,,664477

2200 諸諸収収入入 778899,,883300 △△11,,000000 778888,,883300

55 雑雑入入 552277,,884422 △△11,,000000 552266,,884422

2211 市市債債 22,,441188,,440000 △△11,,330099,,880000 11,,110088,,660000

11 市市債債 22,,441188,,440000 △△11,,330099,,880000 11,,110088,,660000

歳歳 入入 合合 計計 3399,,441111,,222266 △△11,,337722,,991166 3388,,003388,,331100

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

22 総総務務費費 44,,334488,,001144 △△22,,998800 44,,334455,,003344

11 総総務務管管理理費費 33,,552255,,881155 △△22,,998800 33,,552222,,883355

33 民民生生費費 1188,,551100,,440099 119933,,446622 1188,,770033,,887711

11 社社会会福福祉祉費費 77,,669955,,227766 66,,999955 77,,770022,,227711

22 児児童童福福祉祉費費 66,,443344,,003388 11,,113322 66,,443355,,117700

33 生生活活保保護護費費 33,,552288,,775511 118855,,333355 33,,771144,,008866

44 衛衛生生費費 33,,881188,,445588 33,,775566 33,,882222,,221144

22 清清掃掃費費 11,,442233,,665588 33,,775566 11,,442277,,441144

77 土土木木費費 33,,337700,,002200 3388 33,,337700,,005588

55 下下水水道道事事業業費費 11,,223388,,116633 3388 11,,223388,,220011

99 教教育育費費 44,,889977,,889900 △△11,,556677,,119922 33,,333300,,669988

11 教教育育総総務務費費 991166,,882299 227788 991177,,110077

22 小小学学校校費費 22,,446644,,772266 △△11,,556677,,447700 889977,,225566

歳歳 出出 合合 計計 3399,,441111,,222266 △△11,,337722,,991166 3388,,003388,,331100
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償　　　還　　　の　　　方　　　法

資金区分 償還期限 据置期間 償還方法

千円

普通貸借 8.0%以内 政府資金 半 年 賦 及 び 市 財 政 の 都

又は 又は銀行 年 賦 元 利 均 合により償還

証券発行 その他資金 等、半年賦元 期 限 を 短 縮
金 均 等 償 還 し 、 若 し くは
又 は 満 期 一 繰 上 償 還 又
括 償 還 ■ ■ は 低 利 に 借

換えすること
ができる。■

合　　計 1,108,600

補正前の額 2,418,400

同　　上 同　　上 同　　上

（補正額） △ 1,309,800

補正後 93,300 同　 上 同　　上 同　　上 同　　上

（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
に つ い て、
利率の見直
し を 行 っ た
後において
は、当該見
直し後の利
率） ■ ■■

■

その他

学 校 教 育 施 設
整 備 事 業 費 補正前 1,403,100 25年以内 3年以内

利  率

第 ２ 表   地 方 債 補 正

起 債 の 目 的 限 度 額
起　債
の方法
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令和８年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第１号）
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 ８８，，４４９９００，，９９３３００ △△１１１１００，，２２１１３３ ８８，，３３８８００，，７７１１７７

1155 府府支支出出金金 ３３，，１１４４００，，４４００００ ２２７７８８ ３３，，１１４４００，，６６７７８８

1188 繰繰入入金金 １１，，７７９９７７，，５５３３２２ ４４７７，，８８１１９９ １１，，８８４４５５，，３３５５１１

2200 諸諸収収入入 ７７８８９９，，８８３３００ △△１１，，００００００ ７７８８８８，，８８３３００

2211 市市債債 ２２，，４４１１８８，，４４００００ △△１１，，３３００９９，，８８００００ １１，，１１００８８，，６６００００

歳歳 入入 合合 計計 ３３９９，，４４１１１１，，２２２２６６ △△１１，，３３７７２２，，９９１１６６ ３３８８，，００３３８８，，３３１１００
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

1144 国国庫庫支支出出金金 ８８，，４４９９００，，９９３３００ △△１１１１００，，２２１１３３ ８８，，３３８８００，，７７１１７７

1155 府府支支出出金金 ３３，，１１４４００，，４４００００ ２２７７８８ ３３，，１１４４００，，６６７７８８

1188 繰繰入入金金 １１，，７７９９７７，，５５３３２２ ４４７７，，８８１１９９ １１，，８８４４５５，，３３５５１１

2200 諸諸収収入入 ７７８８９９，，８８３３００ △△１１，，００００００ ７７８８８８，，８８３３００

2211 市市債債 ２２，，４４１１８８，，４４００００ △△１１，，３３００９９，，８８００００ １１，，１１００８８，，６６００００

歳歳 入入 合合 計計 ３３９９，，４４１１１１，，２２２２６６ △△１１，，３３７７２２，，９９１１６６ ３３８８，，００３３８８，，３３１１００
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22 総総務務費費 44,,334488,,001144 △△22,,998800 44,,334455,,003344 △△11,,000000 △△11,,998800

33 民民生生費費 1188,,551100,,440099 119933,,446622 1188,,770033,,887711 114433,,990011 4499,,556611

44 衛衛生生費費 33,,881188,,445588 33,,775566 33,,882222,,221144 33,,775566

77 土土木木費費 33,,337700,,002200 3388 33,,337700,,005588 3388

99 教教育育費費 44,,889977,,889900 △△11,,556677,,119922 33,,333300,,669988 △△225533,,883366 △△11,,330099,,880000 △△33,,555566

歳歳 出出 合合 計計 3399,,441111,,222266 △△11,,337722,,991166 3388,,003388,,331100 △△110099,,993355 △△11,,330099,,880000 △△11,,000000 4477,,881199
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22 総総務務費費 44,,334488,,001144 △△22,,998800 44,,334455,,003344 △△11,,000000 △△11,,998800

33 民民生生費費 1188,,551100,,440099 119933,,446622 1188,,770033,,887711 114433,,990011 4499,,556611

44 衛衛生生費費 33,,881188,,445588 33,,775566 33,,882222,,221144 33,,775566

77 土土木木費費 33,,337700,,002200 3388 33,,337700,,005588 3388

99 教教育育費費 44,,889977,,889900 △△11,,556677,,119922 33,,333300,,669988 △△225533,,883366 △△11,,330099,,880000 △△33,,555566

歳歳 出出 合合 計計 3399,,441111,,222266 △△11,,337722,,991166 3388,,003388,,331100 △△110099,,993355 △△11,,330099,,880000 △△11,,000000 4477,,881199
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

88,,449900,,993300 △△111100,,221133 88,,338800,,771177

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費国国庫庫負負担担金金 77,,113300,,662244 113344,,557755 77,,226655,,119999 33 生生活活保保護護費費負負担担金金 113344,,557755 生生活活保保護護費費負負担担金金

計計 77,,221100,,779966 113344,,557755 77,,334455,,337711

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 333311,,000011 99,,332266 334400,,332277 11 社社会会福福祉祉費費補補助助金金 22,,885599 地地域域生生活活支支援援事事業業費費等等補補助助金金 11,,338866

地地域域診診療療情情報報連連携携推推進進費費補補助助金金 11,,447733

22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 556666 地地域域診診療療情情報報連連携携推推進進費費補補助助金金

33 生生活活保保護護費費補補助助金金 55,,990011 生生活活困困窮窮者者就就労労準準備備支支援援事事業業費費等等補補助助金金

55 教教育育費費国国庫庫補補助助金金 227733,,334444 △△225544,,111144 1199,,223300 11 小小学学校校費費補補助助金金 △△225544,,111144 学学校校施施設設環環境境改改善善交交付付金金

計計 11,,225544,,004488 △△224444,,778888 11,,000099,,226600

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,114400,,440000 227788 33,,114400,,667788

((款款)) 1155 府府支支出出金金

((項項)) 22 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

88 教教育育費費府府補補助助金金 229933,,554455 227788 229933,,882233 11 教教育育総総務務費費補補助助金金 227788 道道徳徳教教育育推推進進事事業業費費補補助助金金
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

88,,449900,,993300 △△111100,,221133 88,,338800,,771177

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費国国庫庫負負担担金金 77,,113300,,662244 113344,,557755 77,,226655,,119999 33 生生活活保保護護費費負負担担金金 113344,,557755 生生活活保保護護費費負負担担金金

計計 77,,221100,,779966 113344,,557755 77,,334455,,337711

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 333311,,000011 99,,332266 334400,,332277 11 社社会会福福祉祉費費補補助助金金 22,,885599 地地域域生生活活支支援援事事業業費費等等補補助助金金 11,,338866

地地域域診診療療情情報報連連携携推推進進費費補補助助金金 11,,447733

22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 556666 地地域域診診療療情情報報連連携携推推進進費費補補助助金金

33 生生活活保保護護費費補補助助金金 55,,990011 生生活活困困窮窮者者就就労労準準備備支支援援事事業業費費等等補補助助金金

55 教教育育費費国国庫庫補補助助金金 227733,,334444 △△225544,,111144 1199,,223300 11 小小学学校校費費補補助助金金 △△225544,,111144 学学校校施施設設環環境境改改善善交交付付金金

計計 11,,225544,,004488 △△224444,,778888 11,,000099,,226600

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,114400,,440000 227788 33,,114400,,667788

((款款)) 1155 府府支支出出金金

((項項)) 22 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

88 教教育育費費府府補補助助金金 229933,,554455 227788 229933,,882233 11 教教育育総総務務費費補補助助金金 227788 道道徳徳教教育育推推進進事事業業費費補補助助金金

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

88,,449900,,993300 △△111100,,221133 88,,338800,,771177

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費国国庫庫負負担担金金 77,,113300,,662244 113344,,557755 77,,226655,,119999 33 生生活活保保護護費費負負担担金金 113344,,557755 生生活活保保護護費費負負担担金金

計計 77,,221100,,779966 113344,,557755 77,,334455,,337711

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 333311,,000011 99,,332266 334400,,332277 11 社社会会福福祉祉費費補補助助金金 22,,885599 地地域域生生活活支支援援事事業業費費等等補補助助金金 11,,338866

地地域域診診療療情情報報連連携携推推進進費費補補助助金金 11,,447733

22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 556666 地地域域診診療療情情報報連連携携推推進進費費補補助助金金

33 生生活活保保護護費費補補助助金金 55,,990011 生生活活困困窮窮者者就就労労準準備備支支援援事事業業費費等等補補助助金金

55 教教育育費費国国庫庫補補助助金金 227733,,334444 △△225544,,111144 1199,,223300 11 小小学学校校費費補補助助金金 △△225544,,111144 学学校校施施設設環環境境改改善善交交付付金金

計計 11,,225544,,004488 △△224444,,778888 11,,000099,,226600

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,114400,,440000 227788 33,,114400,,667788

((款款)) 1155 府府支支出出金金

((項項)) 22 府府補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

88 教教育育費費府府補補助助金金 229933,,554455 227788 229933,,882233 11 教教育育総総務務費費補補助助金金 227788 道道徳徳教教育育推推進進事事業業費費補補助助金金
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（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1155 府府支支出出金金 ((項項)) 22 府府補補助助金金

計計 775588,,222299 227788 775588,,550077

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,779977,,553322 4477,,881199 11,,884455,,335511

((款款)) 1188 繰繰入入金金

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金 996666,,990022 4477,,881199 11,,001144,,772211 11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入 4477,,881199 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金

金金

計計 11,,774499,,882288 4477,,881199 11,,779977,,664477

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

778899,,883300 △△11,,000000 778888,,883300

((款款)) 2200 諸諸収収入入

((項項)) 55 雑雑入入

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 雑雑入入 552277,,884422 △△11,,000000 552266,,884422 11 雑雑入入 △△11,,000000 ココミミュュニニテティィ活活動動助助成成金金（（地地域域防防災災組組織織育育成成））

計計 552277,,884422 △△11,,000000 552266,,884422
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（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1155 府府支支出出金金 ((項項)) 22 府府補補助助金金

計計 775588,,222299 227788 775588,,550077

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,779977,,553322 4477,,881199 11,,884455,,335511

((款款)) 1188 繰繰入入金金

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金 996666,,990022 4477,,881199 11,,001144,,772211 11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入 4477,,881199 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金

金金

計計 11,,774499,,882288 4477,,881199 11,,779977,,664477

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

778899,,883300 △△11,,000000 778888,,883300

((款款)) 2200 諸諸収収入入

((項項)) 55 雑雑入入

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 雑雑入入 552277,,884422 △△11,,000000 552266,,884422 11 雑雑入入 △△11,,000000 ココミミュュニニテティィ活活動動助助成成金金（（地地域域防防災災組組織織育育成成））

計計 552277,,884422 △△11,,000000 552266,,884422

（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1155 府府支支出出金金 ((項項)) 22 府府補補助助金金

計計 775588,,222299 227788 775588,,550077

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,779977,,553322 4477,,881199 11,,884455,,335511

((款款)) 1188 繰繰入入金金

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金 996666,,990022 4477,,881199 11,,001144,,772211 11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入 4477,,881199 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金

金金

計計 11,,774499,,882288 4477,,881199 11,,779977,,664477

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

778899,,883300 △△11,,000000 778888,,883300

((款款)) 2200 諸諸収収入入

((項項)) 55 雑雑入入

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 雑雑入入 552277,,884422 △△11,,000000 552266,,884422 11 雑雑入入 △△11,,000000 ココミミュュニニテティィ活活動動助助成成金金（（地地域域防防災災組組織織育育成成））

計計 552277,,884422 △△11,,000000 552266,,884422
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補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,441188,,440000 △△11,,330099,,880000 11,,110088,,660000

((款款)) 2211 市市債債

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 2211 市市債債 ((項項)) 11 市市債債

((項項)) 11 市市債債

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

55 教教育育債債 11,,440033,,110000 △△11,,330099,,880000 9933,,330000 11 小小学学校校債債 △△11,,330099,,880000 小小学学校校整整備備事事業業債債

計計 22,,441188,,440000 △△11,,330099,,880000 11,,110088,,660000
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補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,441188,,440000 △△11,,330099,,880000 11,,110088,,660000

((款款)) 2211 市市債債

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 2211 市市債債 ((項項)) 11 市市債債

((項項)) 11 市市債債

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

55 教教育育債債 11,,440033,,110000 △△11,,330099,,880000 9933,,330000 11 小小学学校校債債 △△11,,330099,,880000 小小学学校校整整備備事事業業債債

計計 22,,441188,,440000 △△11,,330099,,880000 11,,110088,,660000

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,441188,,440000 △△11,,330099,,880000 11,,110088,,660000

((款款)) 2211 市市債債

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 2211 市市債債 ((項項)) 11 市市債債

((項項)) 11 市市債債

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

55 教教育育債債 11,,440033,,110000 △△11,,330099,,880000 9933,,330000 11 小小学学校校債債 △△11,,330099,,880000 小小学学校校整整備備事事業業債債

計計 22,,441188,,440000 △△11,,330099,,880000 11,,110088,,660000
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,334488,,001144 △△22,,998800 44,,334455,,003344

((款款)) 22 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△11,,000000 △△11,,998800 11 災災害害対対策策事事業業 △△11,,998800 1122 委委託託料料 △△11,,9988001111 災災害害対対策策費費 5533,,553377 △△22,,998800 5500,,555577 1122 委委託託料料 △△11,,998800

機機器器保保守守委委託託料料1188 負負担担金金、、補補 △△11,,000000

助助及及びび交交付付

33 自自主主防防災災組組織織活活動動支支 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△11,,000000金金

援援事事業業 △△11,,000000 自自主主防防災災組組織織活活動動助助成成金金（（ココミミュュニニテティィ

助助成成））

計計 33,,552255,,881155 △△22,,998800 33,,552222,,883355 △△11,,000000 △△11,,998800

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,551100,,440099 119933,,446622 1188,,770033,,887711

((款款)) 33 民民生生費費

((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,885599 44,,113366 11 一一般般事事務務事事業業（（障障がが 1122 委委託託料料 44,,00448866 障障ががいい者者福福 330033,,336633 66,,999955 331100,,335588 1122 委委託託料料 66,,999955

いい福福祉祉課課）） 44,,004488 シシスステテムム改改修修委委託託料料祉祉費費

66 重重度度障障ががいい者者医医療療費費 1122 委委託託料料 22,,994477

助助成成事事業業 22,,994477 シシスステテムム改改修修委委託託料料

計計 77,,669955,,227766 66,,999955 77,,770022,,227711 22,,885599 44,,113366

((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

228833 228833 11 ひひととりり親親家家庭庭医医療療助助 1122 委委託託料料 55666655 ひひととりり親親家家 5588,,667788 556666 5599,,224444 1122 委委託託料料 556666

成成事事業業 556666 シシスステテムム改改修修委委託託料料庭庭医医療療助助成成

費費

228833 228833 11 子子どどもも医医療療助助成成事事業業 556666 1122 委委託託料料 55666666 子子どどもも医医療療 229977,,226699 556666 229977,,883355 1122 委委託託料料 556666

シシスステテムム改改修修委委託託料料助助成成費費
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,334488,,001144 △△22,,998800 44,,334455,,003344

((款款)) 22 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△11,,000000 △△11,,998800 11 災災害害対対策策事事業業 △△11,,998800 1122 委委託託料料 △△11,,9988001111 災災害害対対策策費費 5533,,553377 △△22,,998800 5500,,555577 1122 委委託託料料 △△11,,998800

機機器器保保守守委委託託料料1188 負負担担金金、、補補 △△11,,000000

助助及及びび交交付付

33 自自主主防防災災組組織織活活動動支支 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△11,,000000金金

援援事事業業 △△11,,000000 自自主主防防災災組組織織活活動動助助成成金金（（ココミミュュニニテティィ

助助成成））

計計 33,,552255,,881155 △△22,,998800 33,,552222,,883355 △△11,,000000 △△11,,998800

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,551100,,440099 119933,,446622 1188,,770033,,887711

((款款)) 33 民民生生費費

((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,885599 44,,113366 11 一一般般事事務務事事業業（（障障がが 1122 委委託託料料 44,,00448866 障障ががいい者者福福 330033,,336633 66,,999955 331100,,335588 1122 委委託託料料 66,,999955

いい福福祉祉課課）） 44,,004488 シシスステテムム改改修修委委託託料料祉祉費費

66 重重度度障障ががいい者者医医療療費費 1122 委委託託料料 22,,994477

助助成成事事業業 22,,994477 シシスステテムム改改修修委委託託料料

計計 77,,669955,,227766 66,,999955 77,,770022,,227711 22,,885599 44,,113366

((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

228833 228833 11 ひひととりり親親家家庭庭医医療療助助 1122 委委託託料料 55666655 ひひととりり親親家家 5588,,667788 556666 5599,,224444 1122 委委託託料料 556666

成成事事業業 556666 シシスステテムム改改修修委委託託料料庭庭医医療療助助成成

費費

228833 228833 11 子子どどもも医医療療助助成成事事業業 556666 1122 委委託託料料 55666666 子子どどもも医医療療 229977,,226699 556666 229977,,883355 1122 委委託託料料 556666

シシスステテムム改改修修委委託託料料助助成成費費

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,334488,,001144 △△22,,998800 44,,334455,,003344

((款款)) 22 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△11,,000000 △△11,,998800 11 災災害害対対策策事事業業 △△11,,998800 1122 委委託託料料 △△11,,9988001111 災災害害対対策策費費 5533,,553377 △△22,,998800 5500,,555577 1122 委委託託料料 △△11,,998800

機機器器保保守守委委託託料料1188 負負担担金金、、補補 △△11,,000000

助助及及びび交交付付

33 自自主主防防災災組組織織活活動動支支 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 △△11,,000000金金

援援事事業業 △△11,,000000 自自主主防防災災組組織織活活動動助助成成金金（（ココミミュュニニテティィ

助助成成））

計計 33,,552255,,881155 △△22,,998800 33,,552222,,883355 △△11,,000000 △△11,,998800

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,551100,,440099 119933,,446622 1188,,770033,,887711

((款款)) 33 民民生生費費

((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,885599 44,,113366 11 一一般般事事務務事事業業（（障障がが 1122 委委託託料料 44,,00448866 障障ががいい者者福福 330033,,336633 66,,999955 331100,,335588 1122 委委託託料料 66,,999955

いい福福祉祉課課）） 44,,004488 シシスステテムム改改修修委委託託料料祉祉費費

66 重重度度障障ががいい者者医医療療費費 1122 委委託託料料 22,,994477

助助成成事事業業 22,,994477 シシスステテムム改改修修委委託託料料

計計 77,,669955,,227766 66,,999955 77,,770022,,227711 22,,885599 44,,113366

((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

228833 228833 11 ひひととりり親親家家庭庭医医療療助助 1122 委委託託料料 55666655 ひひととりり親親家家 5588,,667788 556666 5599,,224444 1122 委委託託料料 556666

成成事事業業 556666 シシスステテムム改改修修委委託託料料庭庭医医療療助助成成

費費

228833 228833 11 子子どどもも医医療療助助成成事事業業 556666 1122 委委託託料料 55666666 子子どどもも医医療療 229977,,226699 556666 229977,,883355 1122 委委託託料料 556666

シシスステテムム改改修修委委託託料料助助成成費費

− 79 −



（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

計計 66,,443344,,003388 11,,113322 66,,443355,,117700 556666 556666

((項項)) 33 生生活活保保護護費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

55,,990011 22 一一般般事事務務事事業業（（生生活活 88 旅旅費費 110011 生生活活保保護護総総 221144,,113311 55,,990011 222200,,003322 88 旅旅費費 1100

福福祉祉課課）） 55,,990011 普普通通旅旅費費務務費費 1100 需需用用費費 7744

1111 役役務務費費 55,,448877

1100 需需用用費費 77441122 委委託託料料 333300

消消耗耗品品費費 5500

印印刷刷製製本本費費 2244

1111 役役務務費費 55,,448877

通通信信運運搬搬費費 222200

人人材材派派遣遣料料 55,,226677

1122 委委託託料料 333300

シシスステテムム保保守守委委託託料料

113344,,557755 4444,,885599 11 生生活活保保護護事事業業 117799,,443344 1199 扶扶助助費費 117799,,44334422 扶扶助助費費 33,,331144,,662200 117799,,443344 33,,449944,,005544 1199 扶扶助助費費 117799,,443344

生生活活扶扶助助費費

計計 33,,552288,,775511 118855,,333355 33,,771144,,008866 114400,,447766 4444,,885599

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,881188,,445588 33,,775566 33,,882222,,221144

((款款)) 44 衛衛生生費費

((項項)) 22 清清掃掃費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

33,,775566 22 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 33,,77556611 清清掃掃総総務務費費 663311,,770077 33,,775566 663355,,446633 1188 負負担担金金、、補補 33,,775566

合合負負担担金金事事業業（（清清掃掃）） 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組合合負負担担金金助助及及びび交交付付

）） 33,,775566金金

計計 11,,442233,,665588 33,,775566 11,,442277,,441144 33,,775566
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

計計 66,,443344,,003388 11,,113322 66,,443355,,117700 556666 556666

((項項)) 33 生生活活保保護護費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

55,,990011 22 一一般般事事務務事事業業（（生生活活 88 旅旅費費 110011 生生活活保保護護総総 221144,,113311 55,,990011 222200,,003322 88 旅旅費費 1100

福福祉祉課課）） 55,,990011 普普通通旅旅費費務務費費 1100 需需用用費費 7744

1111 役役務務費費 55,,448877

1100 需需用用費費 77441122 委委託託料料 333300

消消耗耗品品費費 5500

印印刷刷製製本本費費 2244

1111 役役務務費費 55,,448877

通通信信運運搬搬費費 222200

人人材材派派遣遣料料 55,,226677

1122 委委託託料料 333300

シシスステテムム保保守守委委託託料料

113344,,557755 4444,,885599 11 生生活活保保護護事事業業 117799,,443344 1199 扶扶助助費費 117799,,44334422 扶扶助助費費 33,,331144,,662200 117799,,443344 33,,449944,,005544 1199 扶扶助助費費 117799,,443344

生生活活扶扶助助費費

計計 33,,552288,,775511 118855,,333355 33,,771144,,008866 114400,,447766 4444,,885599

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,881188,,445588 33,,775566 33,,882222,,221144

((款款)) 44 衛衛生生費費

((項項)) 22 清清掃掃費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

33,,775566 22 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 33,,77556611 清清掃掃総総務務費費 663311,,770077 33,,775566 663355,,446633 1188 負負担担金金、、補補 33,,775566

合合負負担担金金事事業業（（清清掃掃）） 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組合合負負担担金金助助及及びび交交付付

）） 33,,775566金金

計計 11,,442233,,665588 33,,775566 11,,442277,,441144 33,,775566

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

計計 66,,443344,,003388 11,,113322 66,,443355,,117700 556666 556666

((項項)) 33 生生活活保保護護費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

55,,990011 22 一一般般事事務務事事業業（（生生活活 88 旅旅費費 110011 生生活活保保護護総総 221144,,113311 55,,990011 222200,,003322 88 旅旅費費 1100

福福祉祉課課）） 55,,990011 普普通通旅旅費費務務費費 1100 需需用用費費 7744

1111 役役務務費費 55,,448877

1100 需需用用費費 77441122 委委託託料料 333300

消消耗耗品品費費 5500

印印刷刷製製本本費費 2244

1111 役役務務費費 55,,448877

通通信信運運搬搬費費 222200

人人材材派派遣遣料料 55,,226677

1122 委委託託料料 333300

シシスステテムム保保守守委委託託料料

113344,,557755 4444,,885599 11 生生活活保保護護事事業業 117799,,443344 1199 扶扶助助費費 117799,,44334422 扶扶助助費費 33,,331144,,662200 117799,,443344 33,,449944,,005544 1199 扶扶助助費費 117799,,443344

生生活活扶扶助助費費

計計 33,,552288,,775511 118855,,333355 33,,771144,,008866 114400,,447766 4444,,885599

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,881188,,445588 33,,775566 33,,882222,,221144

((款款)) 44 衛衛生生費費

((項項)) 22 清清掃掃費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

33,,775566 22 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 33,,77556611 清清掃掃総総務務費費 663311,,770077 33,,775566 663355,,446633 1188 負負担担金金、、補補 33,,775566

合合負負担担金金事事業業（（清清掃掃）） 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組合合負負担担金金助助及及びび交交付付

）） 33,,775566金金

計計 11,,442233,,665588 33,,775566 11,,442277,,441144 33,,775566
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補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,337700,,002200 3388 33,,337700,,005588

((款款)) 77 土土木木費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費

((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

3388 11 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 338822 都都市市下下水水路路 33,,227711 3388 33,,330099 1188 負負担担金金、、補補 3388

合合負負担担金金事事業業（（都都市市 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組合合負負担担金金費費 助助及及びび交交付付

下下水水路路）） 3388金金

計計 11,,223388,,116633 3388 11,,223388,,220011 3388

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,889977,,889900 △△11,,556677,,119922 33,,333300,,669988

((款款)) 99 教教育育費費

((項項)) 11 教教育育総総務務費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

227788 22 小小学学校校教教育育振振興興事事業業 227788 77 報報償償費費 11556644 教教育育指指導導費費 220000,,440055 227788 220000,,668833 77 報報償償費費 115566

講講師師謝謝礼礼88 旅旅費費 110011

1100 需需用用費費 2211

88 旅旅費費 110011

費費用用弁弁償償

1100 需需用用費費 2211

消消耗耗品品費費

計計 991166,,882299 227788 991177,,110077 227788

((項項)) 22 小小学学校校費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△225544,,111144 △△11,,330099,,880000 △△33,,555566 55 小小学学校校施施設設整整備備事事業業 1144 工工事事請請負負費費 △△66,,44115511 学学校校管管理理費費 22,,441122,,000000 △△11,,556677,,447700 884444,,553300 1122 委委託託料料 △△5533,,773311

（（教教育育政政策策課課）） △△66,,441155 設設置置工工事事費費1144 工工事事請請負負費費 △△11,,551133,,773399

66 小小学学校校施施設設整整備備 1122 委委託託料料 △△5533,,773311

事事業業（（資資産産活活用用 工工事事監監理理委委託託料料

課課）） △△11,,556611,,005555

1144 工工事事請請負負費費 △△11,,550077,,332244
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補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,337700,,002200 3388 33,,337700,,005588

((款款)) 77 土土木木費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費

((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

3388 11 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 338822 都都市市下下水水路路 33,,227711 3388 33,,330099 1188 負負担担金金、、補補 3388

合合負負担担金金事事業業（（都都市市 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組合合負負担担金金費費 助助及及びび交交付付

下下水水路路）） 3388金金

計計 11,,223388,,116633 3388 11,,223388,,220011 3388

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,889977,,889900 △△11,,556677,,119922 33,,333300,,669988

((款款)) 99 教教育育費費

((項項)) 11 教教育育総総務務費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

227788 22 小小学学校校教教育育振振興興事事業業 227788 77 報報償償費費 11556644 教教育育指指導導費費 220000,,440055 227788 220000,,668833 77 報報償償費費 115566

講講師師謝謝礼礼88 旅旅費費 110011

1100 需需用用費費 2211

88 旅旅費費 110011

費費用用弁弁償償

1100 需需用用費費 2211

消消耗耗品品費費

計計 991166,,882299 227788 991177,,110077 227788

((項項)) 22 小小学学校校費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△225544,,111144 △△11,,330099,,880000 △△33,,555566 55 小小学学校校施施設設整整備備事事業業 1144 工工事事請請負負費費 △△66,,44115511 学学校校管管理理費費 22,,441122,,000000 △△11,,556677,,447700 884444,,553300 1122 委委託託料料 △△5533,,773311

（（教教育育政政策策課課）） △△66,,441155 設設置置工工事事費費1144 工工事事請請負負費費 △△11,,551133,,773399

66 小小学学校校施施設設整整備備 1122 委委託託料料 △△5533,,773311

事事業業（（資資産産活活用用 工工事事監監理理委委託託料料

課課）） △△11,,556611,,005555

1144 工工事事請請負負費費 △△11,,550077,,332244

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,337700,,002200 3388 33,,337700,,005588

((款款)) 77 土土木木費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費

((項項)) 55 下下水水道道事事業業費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

3388 11 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 338822 都都市市下下水水路路 33,,227711 3388 33,,330099 1188 負負担担金金、、補補 3388

合合負負担担金金事事業業（（都都市市 泉泉北北環環境境整整備備施施設設組組合合負負担担金金費費 助助及及びび交交付付

下下水水路路）） 3388金金

計計 11,,223388,,116633 3388 11,,223388,,220011 3388

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,889977,,889900 △△11,,556677,,119922 33,,333300,,669988

((款款)) 99 教教育育費費

((項項)) 11 教教育育総総務務費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

227788 22 小小学学校校教教育育振振興興事事業業 227788 77 報報償償費費 11556644 教教育育指指導導費費 220000,,440055 227788 220000,,668833 77 報報償償費費 115566

講講師師謝謝礼礼88 旅旅費費 110011

1100 需需用用費費 2211

88 旅旅費費 110011

費費用用弁弁償償

1100 需需用用費費 2211

消消耗耗品品費費

計計 991166,,882299 227788 991177,,110077 227788

((項項)) 22 小小学学校校費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△225544,,111144 △△11,,330099,,880000 △△33,,555566 55 小小学学校校施施設設整整備備事事業業 1144 工工事事請請負負費費 △△66,,44115511 学学校校管管理理費費 22,,441122,,000000 △△11,,556677,,447700 884444,,553300 1122 委委託託料料 △△5533,,773311

（（教教育育政政策策課課）） △△66,,441155 設設置置工工事事費費1144 工工事事請請負負費費 △△11,,551133,,773399

66 小小学学校校施施設設整整備備 1122 委委託託料料 △△5533,,773311

事事業業（（資資産産活活用用 工工事事監監理理委委託託料料

課課）） △△11,,556611,,005555

1144 工工事事請請負負費費 △△11,,550077,,332244

− 83 −



（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 22 小小学学校校費費

補補修修工工事事費費

計計 22,,446644,,772266 △△11,,556677,,447700 889977,,225566 △△225544,,111144 △△11,,330099,,880000 △△33,,555566
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 22 小小学学校校費費

補補修修工工事事費費

計計 22,,446644,,772266 △△11,,556677,,447700 889977,,225566 △△225544,,111144 △△11,,330099,,880000 △△33,,555566

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 22 小小学学校校費費

補補修修工工事事費費

計計 22,,446644,,772266 △△11,,556677,,447700 889977,,225566 △△225544,,111144 △△11,,330099,,880000 △△33,,555566

− 85 −



(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 補正後の額 補正前の額 補　正　額 補正後の額 補正前の額 補正後の額

１．普  通  債 17,148,738 2,418,400 △ 1,309,800 1,108,600 1,104,338 1,104,338 18,462,800 17,153,000

(1) 総務債 1,080,097 154,200 154,200 74,858 74,858 1,159,439 1,159,439

(2) 民生債 818,706 46,265 46,265 772,441 772,441

(3) 衛生債 233,560 33,500 33,500 33,352 33,352 233,708 233,708

(4) 農林水産業債 2,373 367 367 2,006 2,006

(5) 土木債 4,572,724 441,900 441,900 373,769 373,769 4,640,855 4,640,855

(6) 公営住宅債 937,741 327,500 327,500 37,491 37,491 1,227,750 1,227,750

(7) 消防債 611,627 58,200 58,200 62,415 62,415 607,412 607,412

(8) 教育債 8,891,910 1,403,100 △ 1,309,800 93,300 475,821 475,821 9,819,189 8,509,389

２．災 害 復 旧 債 80,506 20,126 20,126 60,380 60,380

(1) 民生債 4,900 1,225 1,225 3,675 3,675

(2) 衛生債 2,951 738 738 2,213 2,213

(3) 土木債 56,854 14,213 14,213 42,641 42,641

(4) 公営住宅債 700 175 175 525 525

(5) 消防債 900 225 225 675 675

(6) 教育債 14,201 3,550 3,550 10,651 10,651

３．そ の 他 債 10,354,328 1,139,749 1,139,749 9,214,579 9,214,579

(1) 減税補てん債 5,856 5,856 5,856

(2)
臨 時 財 政
対 策 債

10,284,824 1,129,234 1,129,234 9,155,590 9,155,590

(3) 減収補てん債 63,648 4,659 4,659 58,989 58,989

27,583,572 2,418,400 △ 1,309,800 1,108,600 2,264,213 2,264,213 27,737,759 26,427,959

.

当該年度末現在高見込額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額

合　　　計

地地 方方 債債 のの 当当 該該 年年 度度 中中 にに おお けけ るる 増増 減減 見見 込込 額額 及及 びび
当当 該該 年年 度度 末末 にに おお けけ るる 現現 在在 高高 のの 見見 込込 みみ にに 関関 すす るる 調調 書書

区　　　分
前年度末
現在高

当該年度中の増減見込額
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